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１ 目 的 

  優れた資質を有しながら経済的理由により修学困難な高校生等に学資を貸与し、教育の機会均等に

寄与することを目的としています。 

 

２ 出願資格 

次の要件を全て満たす者で、在学する学校の長の推薦を受けた方 
 

（１）福井県内に在住する者の子弟で、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、

専修学校の高等課程、高等専門学校（以下「高等学校等」という。）に在学し、特に優れた資

質を有しながら経済的理由により修学が困難な方 
 

 （２）勉学に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあり、生活態度等が良好であること 
 
（３）父と母双方、または父母に代わって家計を支えている方の１年間の認定所得金額が別表第１の

収入基準額以下であること 

    ※認定所得金額の算出方法は P12～、別表第１は P15 

 

年収・所得の上限額（４人世帯の目安※） 

給与所得世帯 給与所得以外の世帯 

年収 ６４３万円程度 所得 ２７６万円程度 

※家族構成…両親（母：専業主婦）、本人、中学生 

       あくまでも目安であり、世帯構成等により限度額は異なります。 

 

３ 貸与月額、貸付期間 

 （１）貸与月額 

① 修学奨学金 

区 分 自宅通学 自宅外通学 

国公立 18,000 円 23,000 円 

私 立 30,000 円 35,000 円 
   

② 通学奨学金 

通学費の月額 貸与月額  

6,000 円以上  8,000 円未満  5,000 円 

 

8,000 円以上 12,000 円未満  7,000 円 

12,000 円以上 16,000 円未満 10,000 円 

16,000 円以上 20,000 円未満 13,000 円 

20,000 円以上 16,000 円 

※奨学金の貸付けは、選考により決定しますので応募要件を満たしていても、応募者が多数の場合は
採用されないことがあります。 

 

（２）貸付期間 

  平成３１年４月から卒業するまでの正規の最短修業年限 

 

４ 貸付利率、貸付方法 

 （１）貸付利率 無利子 

（２）貸付方法 奨学生本人名義の金融機関の口座（ゆうちょ銀行）に、原則毎月２０日に振込 

※ゆうちょ銀行口座をお持ちでない方は、口座の開設が必要になります。 

     ※採用後の初回振込は、８月上旬の予定（４月から遡って貸付） 
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５ 他の奨学金との併給 

  なるべく多くの人に教育を受ける機会を提供するという趣旨により、他の奨学金との併給は認めな

いものとします（ただし、福井県きぼう応援奨学金、一時給付金は除く）。出願時の併願は可能です

が、採用が決定した場合、いずれかを選択していただきます。ただし、通学奨学金については、この

限りではありません。 
  

６ 出願手続 

（１）提出書類 
 

① 福井県奨学生願書・・・学校認定欄、所見欄は学校で記入してください。 

② 父と母双方、または父母に代わって家計を支えている者の収入金額を証明する書類（P5参照） 

③ 特別控除に関する証明書類（該当者のみ P6、P16別表第３参照） 

④ 出願時点で使用している通学定期券の写し（通学奨学金出願者のみ P6参照） 

⑤ 提出書類チェックシート【出願者用】【学校用】 

⑥ 福井県高等学校等奨学生推薦一覧表 
 
※以下の添付書類がない場合や不備がある場合は、判定材料を欠くものとして不採用または不利に
なることがあります。 

添付書類がＡ４判以外の場合（源泉徴収票の写しなど）は、Ａ４判の用紙に貼り付けて提出してください。 
 

（２）各学校は、別紙「福井県高等学校等奨学生推薦基準」により、適格者を県教育委員会に推薦

してください。 

（３）各学校は、願書等の提出にあたっては、願書・添付書類を確認し、記入事項、押印等の有無 

を確かめ、６月１０日（月）までに、福井県教育庁高校教育課あて提出してください。 

 

７ 採用の決定 

  県教育委員会は、各学校の長から推薦された者について資格を審査し、奨学生選考委員会の選考を 

経て、採用を決定します。結果は、在学している学校を通じて本人に通知します（７月上旬通知予定）。 

  採用決定者には、通知と一緒に申請手続き書類（福井県奨学生貸付申請書等）を送付しますので、 

必要事項を記入し、学校が定める期日までに、学校に提出していただきます。提出された申請手続き 

書類を確認したうえで、貸付が決定します。 

 

８ 連帯保証人・保証人 

  出願時には、連帯保証人（親権のある者または未成年後見人）１名のみ必要ですが、採用決定後の 

申請手続きでは、連帯保証人１名のほかに、保証人（本人、連帯保証人と別生計で、原則６５歳未満 

の返済能力のある成人の方 伯父・伯母等）が１名必要となります。未成年者等保証能力のない方は 

認められません。 

また、貸付開始、貸付終了時の書類提出の際に連帯保証人・保証人の実印押印と印鑑登録証明書の 

提出が必要になります。 

 

※返還の際に滞納が続いた場合、連帯保証人・保証人から返還をしていただくことになり 

ますのでご留意ください。 
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９ 奨学金の廃止・停止 

 次のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付が廃止・停止となりますので注意してください。 

該当する事由が生じた場合は、県教育委員会に申し出てください。 

（１）廃止 

① 病気やけがのため卒業の見込みがないとき 

② 学業成績や生活態度が悪化するなど奨学生として適当でないと認められるとき 

③ 家計好転等により、奨学金を必要としなくなったとき 

④ 退学または死亡したとき 

⑤ 原級にとどまったとき（ただし、その学年において休学を認められた場合は除く）  

⑥ 親権者またはこれに代わる者が本県外に転出したとき 等 

（２）停止 

    休学した場合、または３ヵ月以上の長期間にわたり欠席したとき 

10 奨学金の返還 

 （１）返還 

    貸付終了後、「福井県奨学金借用証書」を高等学校等を通じて県教育委員会に提出していただきます。 

「福井県奨学金借用証書」で選択した返還方法に基づいて、返還しなければなりません。 

 

○返還期間：貸付終了月から措置期間６ヵ月経過後、標準１０年以内 

○割賦方法：月賦（毎月返還）・半年賦（半年に１回）・年賦（年に１回）・一括（全額を一度に返還）のいずれかの方法  

○返還方法：ゆうちょ銀行での口座引落 

 

 

奨学金は貸与ですので、貸与終了後は必ず返還しなければなりません。返還された奨学金

は、新たな貸付資金となり、後輩奨学生に引き継がれていきます。貸与を受けられる方は、

自らの責任と自覚によって、期限内に必ず返還してください。 

 
 
○返還金額の目安 -修学奨学金の貸与を３年間（36ヵ月）受けた場合- 

区分 貸与月額 貸与総額 
１回あたりの返済額（１０年で返還の場合） 

年１回返済 半年ごとに返済 毎月返済 

国公立 
自  宅 18,000円 648,000円 64,800円 32,400円 5,400円 

自宅外 23,000円 828,000円 82,800円 41,400円 6,900円 

私  立 
自  宅 30,000円 1,080,000円 108,000円 54,000円 9,000円 

自宅外 35,000円 1,260,000円 126,000円 63,000円 10,500円 
  
 

 （２）返還の猶予・免除 

   卒業後、大学等に進学したとき、病気・災害等により奨学金の返還が困難である場合は、返還猶 

予願を提出することにより、一定期間返還が猶予されることがあります。 

  また、本人死亡、または心身に重度の障害を受けたため返還ができなくなったときは、返還免除 

願を提出することにより、返還が免除されることがあります。 



 

4 

提出書類 

①福井県奨学生願書 
 

記入にあたっての留意事項（記入例は P10,11） 
 
・記入間違いをした時は、二重線で訂正して、訂正箇所に訂正印を押印してください。修正液等は使用

しないでください。 

・「本人氏名」「連帯保証人」欄はそれぞれ当人が自署のうえ、押印してください。同じ印は使用しない

でください。 

・「収入・売上金額」欄について（提出書類については P5） 

 １万円未満を切り捨てて記入してください。 
 
   ア 給与所得者の場合 

①平成３０年分の源泉徴収票を提出する場合 

・「支払金額」欄の額を記入してください。 

    ②平成３０年の市町発行の所得（または課税）証明書を提出する場合 

・「給与収入額」欄の額を記入してください。 

※平成３０年の所得（課税）証明書が発行されていない場合は、平成２９年の所得（課税）証明書で可 

    ③平成３０年途中または令和元年に就職・転職（開業・転業を含む）しており、年収見込証明
書を提出する場合 
・「総合計」欄の額を記入してください。 

   

イ 給与所得以外（自営業等）の場合 

    平成３０年１年間の売上金額（確定申告書の「所得金額等」欄の額等）を記入してください。 
  

ウ 申込日現在失業している場合 

  前年の収入金額は記入しないでください。ただし、失業給付（受給予定を含む）は、収入とし

て記入してください。 
 

エ 父母が年金、母子・父子家庭の児童扶養手当、傷病手当金、生活保護等を受給している場合 

通知書等から年間の受給額を推算し、収入として記入してください。 
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②父と母双方、または父母に代わって家計を支えている者の前年（平成３０年）の収入金額を証明する書類  
 
申込現在における家計の状況が１年間続いた場合の金額を証明する書類として、前年（平成３０年）の

ものを提出してください。 
 

・平成３０年の途中または令和元年に新たに就職・転職（開業・転業を含む）している場合は、年収見

込証明書の提出が必要です（【提出書類一覧】参照）。 
 

・父母両方の所得に関する証明書の提出が必要です。無収入の場合は、収入がないことの証明書(所得

金額０円の記載のある「非課税証明書」等)を提出してください。 

 

【提出書類一覧】 
 

収入状態 提出書類 
 
給与収入の場合 

 

 
 

 

平成３０年分「源泉徴収票」の写し 

または 

市町発行の令和元年度（平成３０年分）「所得（または課税）証明書」 
※平成３０年度（平成２９年分）でも可 

 

給与収入以外の収入の場合 
 

 

市町発行の令和元年度（平成３０年分）「所得（または課税）証明書」 

※平成３０年度（平成２９年分）でも可 
 

無収入の場合（専業主婦（主夫）

等） 
 

 

市町発行の令和元年度（平成３０年分）「非課税証明書」 

※平成３０年度（平成２９年分）でも可 
 

 

前年（平成３０年）の途中または

当年（令和元年）新たに就職・転

職（開業・転業を含む）している

場合 

 

 

 

次のいずれかの方法で、 P7の年収見込証明書を提出してくださ 

い。 

ア 出願時現在の月収および賞与等を考慮のうえ、年収を推算

し、勤務先で証明を受ける（この場合、勤務先発行の書式

でも可） 
 

イ 最新の給与明細書３ヵ月分以上を添付する 
 
※給与明細書を提出する場合は、年収見込証明書に計算式（平

均月収×15 ボーナスなしの場合は×12）を記入し、給与

所得者の氏名記入・なつ印をして提出してください。（計算

式がない場合は×15で計算されます。）給与明細書を提出

する場合は、勤務先での証明は不要です。 
 

 

父母が年金、児童扶養手当、失業

給付金を受給している場合 

 

直近の通知書・証書の写し等、金額がわかる書類 

（年金振込・改定通知書、傷病手当通知書、雇用保険受給資格者

証等） 

 ※母子・父子家庭等の児童扶養手当を受給している世帯は、証

書の写しを提出してください（児童手当（子ども手当）の証書は

提出不要）。 

 

生活保護を受けている場合 

 

福祉事務所長が発行する扶助の受給を証明する書類 

（保護決定・変更通知：１ヵ月の受給金額が記載されているもの） 

 

年度途中の退職により、申込日現

在で無職 

 

ア 失業給付金を受給している場合 

 ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証 
 

イ 上記アを受給していない場合 

学校長による副申書 
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③特別控除に関する証明書類（該当者のみ） 
 
 

特別の事情 提出書類 
 
障害のある人がいる世帯 

 
 

 
障害者手帳または国民年金証書の写し（氏名、障害の程度がわ

かる箇所） 
 

 
主たる家計支持者が別居してい

る世帯 

 

 

 

 

 

 

出願時現在の単身赴任先の家賃・電気・ガス・水道の実費が分

かる領収書の写し（住居費、光熱水道費の実費に限る。出願時

現在から直近３ヵ月分）。控除額は出願時までの支出金額を基礎

として年額を算出し、単身赴任実費計算書（P8）に領収書の写

しを添付してください。 

 ※領収書のコピーの添付がない場合は、一切控除の対象とな

りません。 

 ※家賃・電気・ガス・水道以外は控除の対象となりません。 
 

 
長期に療養を必要とする人のい

る世帯 

 

 

 

出願時現在で６ヵ月以上療養中の人、または療養が必要と認め

られる人の年間の医療費がわかる領収書等の写し（出願時現在

から直近６ヵ月分）。控除額は申込時までの支出金額を基礎とし

て、今後の療養見込期間を考慮して、年間療養期間に見合った

支出金額を算出し、長期医療費計算書（P9）に領収書の写しを

添付してください。 

※健康保険等により医療給付を受ける金額および損害賠償等

により補てんされる金額は除いてください。 

※老人ホームの入所費や光熱費、差額ベット代、食費は含み

ません。 

※食事療養費、保険適用外の文書料は含みません。 
 

 
火災・風水害または盗難などの被

害を受けた世帯 
 

 
り災（被災）証明書、盗難届証明書の写し 

 
 

 

 

④出願時点で使用している通学定期券の写し（通学奨学金出願者のみ） 
 
通学奨学金は修学奨学金と併せて申請することも可能です。ただし、通学奨学金は定期券で月額 6,000

円以上負担している人が対象となります。 
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年収見込証明書 
 

※この年収見込証明書は、平成３０年１月以降に勤務先に変更（転職・就職）があった場合の様式です。 

 申込時現在の勤務先で証明を受けるか、新勤務先の給与明細（３か月以上）のコピーを添付してくだ

さい。 

 

申込者氏名： 

 

学 校 名： 

                                               

 

就労者氏名：                      ○印  

                               

 

 上記就労者の    年  月  日 ～     年  月  日までの給与収入は下記のとお

り見込めることを証明します。 

 

※収入の算出には、１年分の収入金額が必要です。就職から現時点までで１年に満たない時は、見込分

を記載して１年分の年収にしてください。 

 

月 
給与月額 

（扶養手当、通勤手当等を含む） 
賞与等 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

     年   月 円 円 

合計 ① 円 ② 円 

総合計（①＋②） 円  

 

                       年   月   日 

                    

                  会社名                      印 
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単身赴任実費計算書 
 

申込者氏名： 

 

学 校 名： 

                                               

 

単身赴任実費を申請する場合は、下表に内訳を記入の上、本計算書と領収書のコピーをホッチキス止

めしてください。 

 領収書は、単身赴任者の氏名が確認できるものについて有効です。 

 領収書の形状が小さい場合は、Ａ４紙を台紙に貼付するなどしてください。 

※１ 単身赴任実費計算書に必要事項を記入の上、記入した内容に対応する領収書のコピーが添付さ

れていなければ、単身赴任実費の特別控除は一切認められません。 

※２ 「通帳のコピーのみ」では、領収書と認められません。 

   領収書の代わりとして通帳のコピーを提出する際は、請求書・契約書（コピー可）も併せて添

付してください。 

※３ 単なる別居（介護のために別居等）は、今回の対象となりません。 

※４ 単身赴任先の家賃・電気・ガス・水道のみが対象になります。その他は対象となりません。 

※５ 領収書が多数にわたる場合は、Ａ４紙にまとめてコピーしても構いません。 

 

単身赴任者氏名： 

                               

 

領収書 
の支払月 

家賃 電気 ガス 水道 

    月 円 円 円 円 

    月 円 円 円 円 

    月 円 円 円 円 

    月 円 円 円 円 

小 計 円  円 円 円 

年額の 
計算式 

    

推算した 
年額 

①       円 ②       円 ③       円 ④       円 

 
○ 単身赴任の実費合計 
   
 家賃（①     円）＋電気（②     円）＋ガス（③     円）＋水道（④      円） 
 

＝単身赴任実費の合計額（        円） 

  

注意：提出された書類は返却しませんので、後日原本が必要となるものは、必ずコピーを提出してください。 



 

9 

長期療養費計算書 

 

申込者氏名： 

 

学 校 名： 

                                               

 

長期療養費の特別控除を申請の際は、下表に内訳を記入のうえ、本計算書と領収書のコピーをホッチ

キス止めしてください。 

 領収書は、療養者の氏名が確認できるものについて有効です。 

 領収書の形状が小さい場合は、Ａ４紙を台紙に貼付するなどしてください。 

※１ 長期療養費計算書に記入した内容に対応する領収書のコピーが添付されていなければ、長期 

療養費の特別控除は一切認められません。 

 ※２ 長期療養費計算書は、療養者１人につき１枚必要です。 

 ※３ 領収書が多数にわたる場合は、Ａ４紙にまとめてコピーしても構いません。 

 

療養者氏名： 

                               

 

領収書の

支払月 

医療機関等の

保険分一部負

担額（Ａ） 

調剤費（処方

箋に基づいた

薬代）（Ｂ） 

自費分のうち控除対象費目（Ｃ） 医療費控除額 

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） （   ）費 （   ）費 （   ）費 

   月 
      

   月 
      

   月 
      

   月 
      

   月 
      

   月 
      

小 計 
      

年額の計

算式（※1） 

      

推算した

年  額 

     年間支出額（Ｄ） 

 

 医療費の還付金額（Ｅ） 

（※２） 

 

 

長期療養費（Ｄ）－（Ｅ） 
 

 

 

 

※１ 平均月額×療養月数（見込みを含む、１２ヵ月限度） 

 ※２ 医療の還付金額は、高額医療費、個人医療保険費等の還付金がある場合に記入してください。 

 注意：提出された書類は返却しませんので、後日原本が必要（医療費控除申請等）となるものは、必ずコピーを提出し

てください。 

控除対象費目 

医師への診療・治療費、病院・診療所への入院費用、治療また

は療養のための医薬品費、介護保険法により「要介護認定・要

支援認定」を受けた人が介護サービスを利用した場合の一部自

己負担額 



 

10 

 

（
在

学
採

用
用

）

福
　

　
　

井
　

　
　

県
　

　
　

奨
　

　
　

学
　

　
　

生
　

　
　

願
　

　
　

書

※
貸

付
申

込
区

分
修

学
奨

学
金

・
通

学
奨

学
金

福
井

県
教

育
委

員
会

　
様

　
下

記
の

記
載

事
項

に
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
福

井
県

奨
学

金
を

申
し

込
み

ま
す

。
な

お
、

万
一

記
入

す
べ

き
事

項
を

故
意

に
記

入

せ
ず

、
ま

た
は

虚
偽

の
記

入
を

し
た

こ
と

が
判

明
し

た
と

き
は

、
貸

付
契

約
を

破
棄

さ
れ

て
も

異
議

は
唱

え
ま

せ
ん

。

学
校

名
高

等
学

校
普

通
科

（
1

年
8

組
）

高
等

専
門

学
校

（
3
1

年
4
月

第
1
学

年
入

学
）

フ
リ

ガ
ナ

※
住

　
所

本
人

氏
名

㊞
福

井
市

大
手

３
丁

目
１
７
－

１

生
年

月
日

平
成

 1
5

年
　

5
月

　
　

1
8
日

生
※

　
自

宅
外

月
額

を
希

望
す

る
・

希
望

し
な

い

（
続

柄
　

：
　

本
人

の
　

　
父

　
　

）

収
入

 ・
 売

上
金

額
所

　
得

　
金

　
額

（
税

込
）

万
円

（
税

込
）

万
円

  
○

父
福

井
　

太
郎

4
5

給
与

所
得

3
9

8
①

1
0

4

母
福

井
　

花
子

4
3

給
与

所
得

1
6

1
②

9
6

祖
父

福
井

　
和

夫
7
0

雑
所

得
（
年

金
）

1
2

0
③

祖
母

福
井

　
里

子
6
8

雑
所

得
（
年

金
）

6
9

④

妹
福

井
　

恵
子

5
0

⑤ ⑥
2

0
0

続
柄

氏
　

　
　

名
※

設
置

者
※

　
就

　
学

　
者

　
控

　
除

※
通

学
別

控
除

額
万

円

兄
福

井
　

一
郎

(1
7
才

)
国

公
・
私

立
小

・
中

・
高

・
高

専
・
専

高
・
専

専
・
大

学
自

宅
・
自

宅
外

⑦
3

9

( 
　

才
)

国
公

・
私

立
小

・
中

・
高

・
高

専
・
専

高
・
専

専
・
大

学
自

宅
・
自

宅
外

⑧

( 
　

才
)

国
公

・
私

立
小

・
中

・
高

・
高

専
・
専

高
・
専

専
・
大

学
自

宅
・
自

宅
外

⑨

( 
　

才
)

国
公

・
私

立
小

・
中

・
高

・
高

専
・
専

高
・
専

専
・
大

学
自

宅
・
自

宅
外

⑩

　
ア

　
本

人
の

就
学

者
控

除
⑪

1
2

8

　
イ

　
母

子
・
父

子
世

帯
⑫

　
ウ

　
障

害
の

あ
る

人
が

い
る

世
帯

⑬

　
エ

　
主

た
る

家
計

支
持

者
が

別
居

し
て

い
る

世
帯

⑭

　
オ

　
長

期
に

療
養

を
必

要
と

す
る

人
の

い
る

世
帯

⑮

　
カ

　
火

災
・
風

水
害

ま
た

は
盗

難
な

ど
の

被
害

を
受

け
た

世
帯

⑯

[⑦
～

⑯
の

計
]

控
除

額
合

計
　

⑰
1

6
7

[⑥
－

⑰
]

認
定

所
得

金
額

　
⑱

3
3

世
帯

人
員

7
人

収
入

基
準

額
　

⑲
2

4
6

学 校 認

定 欄

☆
「
就

学
者

」
と

は
、

小
・
中

・
高

校
、

高
専

、
短

大
、

大
学

、
大

学
院

、
特

別
支

援
学

校
、

専
修

学
校

（
高

等
課

程
・
専

門
課

程
）
に

在
学

す
る

者
で

す
。

た
だ

し
、

本
人

は
除

い
て

下
さ

い
。

就
学

者
控

除
の

学
校

種
別

は
願

書
裏

面
の

（
注

１
）
、

通
学

別
は

自
宅

か
ら

通
学

す
る

場
合

は
自

宅
、

自
宅

で
は

な
く

下
宿

先
な

ど
か

ら
通

学
し

て
い

る
場

合
は

自
宅

外
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
裏

面
の

（
注

２
）
も

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
≪

注
意

≫
専

修
学

校
の

一
般

課
程

及
び

各
種

学
校

（
予

備
校

等
）
な

ど
上

記
以

外
の

学
校

に
在

学
す

る
者

は
「
ア

 就
学

者
を

除
く

家
族

」
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

出 願 者 は 太 線 内 を 記 入 し て く だ さ い 。

連
帯

保
証

人
（
保

護
者

等
） ア 　 就 学 者 を 除 く 家 族

同 　 一 　 生 　 計 　 の 　 家 　 族

「
貸

付
申

込
区

分
」
欄

通
学

奨
学

金
は

修
学

奨
学

金
と

併
せ

て
申

請
す

る
こ

と
も

可
能

で
す

。
た

だ
し

、
通

学
奨

学
金

は
定

期
券

で
月

額
6
,0

0
0
円

以
上

負
担

し
て

い
る

人
が

対
象

で
す

。

「
本

人
氏

名
」
「
連

帯
保

証
人

」
欄

そ
れ

ぞ
れ

当
人

が
自

署
し

、
印

も
同

じ
物

を
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

連
帯

保
証

人
は

、
保

護
者

（
父

母
ま

た
は

未
成

年
後

見
人

）
を

選
ん

で
く

だ
さ

い
（
未

成
年

者
は

除
く

）
。

※
出

願
時

に
は

連
帯

保
証

人
1
名

の
み

必
要

で
す

が
、

採
用

決
定

後
の

申
請

で
は

連
帯

保
証

人
1
名

の
他

に
、

保
証

人
（
本

人
、

連
帯

保
証

人
と

別
生

計
で

原
則

満
6
5

歳
未

満
の

者
　

叔
父

、
叔

母
等

）
が

1
名

必
要

に
な

り
ま

す
。

「
本

人
住

所
」

自
宅

か
ら

の
通

学
が

困
難

等
の

理
由

で
、

学
校

近
隣

の
寮

等
に

下
宿

し
て

い
る

な
ど

自
宅

以
外

か
ら

通
学

し
て

い
る

人
は

、
下

宿
先

の
住

所
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
「
自

宅
外

月
額

」
欄

自
宅

以
外

か
ら

通
学

し
て

い
る

人
の

み
、

修
学

奨
学

金
（
自

宅
外

通
学

）
を

希
望

す
る

・
希

望
し

な
い

の
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額

平
成

○
申

込
者

は
、

太
線

内
を

、
黒

の
ボ

ー
ル

ペ
ン

で
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

○
「

※
」

の
付

い
て

い
る

欄
は

該
当

箇
所

を
「

○
」

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
○

記
入

間
違

い
を

し
た

時
は

、
二

重
線

で
訂

正
し

て
、

訂
正

印
を

押
印

し
て

く
だ

さ
い

。
○

添
付

書
類

が
A

4
判

以
外

の
場

合
は

A
4

判
用

紙
に

貼
付

け
て

く
だ

さ
い

。

「
同

一
生

計
の

家
族

」
欄

○
「
家

族
」
は

同
居

・
別

居
問

わ
ず

本
人

と
生

計
を

一
に

す
る

者
全

員
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
☆

就
学

者
は

「
イ

 就
学

者
」
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

○
「
年

齢
」
は

申
込

時
現

在
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
○

主
に

家
計

を
支

え
て

い
る

者
に

は
、

続
柄

の
左

に
○

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

所
得

か
ら

差
し

引
か

れ
る

金
額

は
学

校
側

で
記

入
し

ま
す

の
で

、
イ

～
カ

に
該

当
す

る
場

合
は

、
学

校
に

そ
の

旨
を

申
し

出
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

以
下

の
場

合
は

提
出

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
（
提

出
書

類
の

詳
細

は
募

集
要

項
に

て
確

認
）
。

ウ
　

障
害

の
あ

る
人

が
い

る
世

帯
　

提
出

書
類

：
障

害
者

手
帳

ま
た

は
国

民
年

金
証

書
（
氏

名
・
障

害
程

度
が

分
か

る
箇

所
）
の

（
写

）
エ

　
主

た
る

家
計

支
持

者
が

別
居

し
て

い
る

世
帯

　
提

出
書

類
：
単

身
赴

任
先

の
家

賃
・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
の

実
費

が
分

か
る

領
収

書
の

（
写

）
、

単
身

赴
任

実
施

計
画

書
オ

　
長

期
に

療
養

を
必

要
と

す
る

人
の

い
る

世
帯

　
提

出
書

類
：
長

期
療

養
者

の
年

間
の

医
療

費
実

費
額

が
分

か
る

領
収

書
等

の
（
写

）
、

長
期

療
養

費
計

算
書

カ
　

災
害

・
風

水
害

ま
た

は
盗

難
な

ど
の

被
害

を
受

け
た

世
帯

　
提

出
書

類
：
り

災
（
被

災
）
証

明
書

、
盗

難
届

出
証

明
書

の
（
写

）

フ
ク
イ
　
ジ
ロ
ウ

（
表

）

福
井

　
二

郎
男 ･ 女

㊞

願
書

記
入

例
R

元
（
学

校
用

）
「
所

得
の

種
類

」
欄

給
与

収
入

の
方

は
、

給
与

所
得

年
金

収
入

の
方

は
、

雑
所

得
（
年

金
）

自
営

業
等

の
方

は
、

営
業

所
得

、
農

業
所

得
、

不
動

産
所

得
な

ど
所

得
の

種
類

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
無

収
入

（
専

業
主

婦
（
主

夫
）
等

）
の

場
合

も
空

欄
に

せ
ず

、
そ

の
旨

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

「
収

入
・
売

上
金

額
」
「
所

得
金

額
」
欄

提
出

書
類

：
父

と
母

双
方

、
ま

た
は

父
母

に
代

わ
っ

て
家

計
を

支
え

て
い

る
者

の
収

入
金

額
を

証
明

す
る

書
類

（
詳

細
は

募
集

要
項

P
5
）

　
①

給
与

所
得

者
の

場
合

：
平

成
3
0
年

分
「
源

泉
徴

収
票

」
の

写
し

ま
た

は
平

成
3
0
年

分
の

「
所

得
（
課

税
）
証

明
書

」
　

②
給

与
所

得
者

以
外

の
場

合
：
平

成
3
0
年

分
「
所

得
（
課

税
）
証

明
書

」
　

③
年

金
、

児
童

扶
養

手
当

、
失

業
給

付
金

、
生

活
保

護
受

給
者

等
の

場
合

：
年

金
振

込
（
改

定
）
通

知
書

、
手

当
通

知
書

、
雇

用
保

険
受

給
資

格
者

証
、

保
護

決
定

（
変

更
）
通

知
等

の
写

し
（
受

給
額

が
分

か
る

も
の

 年
額

を
推

算
で

き
る

も
の

）

ア
　

給
与

収
入

・
年

金
収

入
の

場
合

　
「
収

入
・
売

上
金

額
」
　

☆
万

円
未

満
は

切
り

捨
て

て
記

入
　

→
源

泉
徴

収
票

の
場

合
、

支
払

金
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
　

→
所

得
（
課

税
）
証

明
書

の
場

合
、

給
与

収
入

金
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
　

→
年

収
見

込
証

明
書

の
場

合
、

「
総

合
計

」
欄

の
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
　

「
所

得
金

額
」

　
→

下
記

の
方

法
に

よ
り

算
出

し
て

く
だ

さ
い

。
  

  
  

　
所

得
金

額
＝

収
入

金
額

-
控

除
金

額
  

  
  

  
（
詳

細
は

募
集

要
項

P
1
2
,1

3
）

　
　

　
　

☆
注

：
収

入
金

額
は

万
円

未
満

切
り

捨
て

  
  

  
  

  
  

  
  

  
控

除
額

は
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
ま

す
。

　
父

母
と

も
に

計
算

し
、

算
出

し
た

額
を

合
計

。

イ
　

給
与

収
入

以
外

（
自

営
業

等
）
の

場
合

　
「
収

入
・
売

上
金

額
」

　
→

収
入

・
売

上
金

額
を

万
円

未
満

を
切

り
捨

て
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

「
所

得
金

額
」

　
→

所
得

課
税

証
明

書
の

所
得

金
額

を
万

円
未

満
を

切
り

捨
て

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

ウ
　

失
業

給
付

、
傷

病
手

当
金

、
生

活
保

護
等

を
受

給
し

て
い

る
場

合
　

上
記

ア
と

同
様

に
給

与
と

み
な

し
て

計
算

し
ま

す
。

通
知

書
等

か
ら

年
間

の
受

給
額

を
推

算
し

て
く
だ

さ
い

。

T
E
L
　
0
7
7
6
-
2
1
-
×

×
×

×

福
井

県
立

○
○

※ の 箇 所 は 該 当 す る も の を ○ で 囲 ん で く だ さ い 。

主
に

家
計

を
支

え
て

い
る

者
、

ひ
と

り
に

○
同

一
人

で
２
種

類
以

上
の

所
得

が
あ

る
場

合
に

は
、

二
段

等
に

記
入

イ 就 学 者 （ 本 人 除 く ）

住
　

所

福
井

市
大

手
３
丁

目
１
７
－

１

年
齢

T
E
L
　
0
7
7
6
-
2
1
－

×
×

×
×

所
得

の
種

類
続

柄
氏

　
　

　
　

　
名

福
井

　
太

郎

福 井 福 井

父
と

母
以

外
（ま

た

は
父

母
に

代
わ

っ
て

家
計

を
支

え
て

い
る

者
以

外
）は

空
欄

に

し
て

く
だ

さ
い

★
学

校
が

記
入

。
学

校
担

当
者

は
、

募
集

要
項

P
1
2
～

「
家

計
に

つ
い

て
」

お
よ

び
P

1
5
,1

6
の

別
表

第
１

，
３

を
参

考
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

P
1
6
 別

表
3
の

特
別

控
除

額
表

内
、

備
考

2
の

「
就

学
者

控

除
の

特
例

」
に

つ
い

て
、

該
当

が
あ

る
場

合
は

、
「ア

本
人

の
就

学
者

控
除

」
に

加
算

し
て

く
だ

さ
い

。
今

回
の

例
の

場

合
、

子
が

３
人

い
る

た
め

、
[（

３
９

＋
５

０
）万

円
×

（３
－

２
）

人
]＝

８
９

万
円

加
算

さ
れ

ま
す

。
よ

っ
て

、
本

人
の

就
学

者

控
除

３
９

万
円

＋
就

学
者

の
特

例
控

除
８

９
万

円
＝

１
２

８
万

円
と

記
載

し
ま

す
。
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（
注

）
１

　
学

校
種

類
別

の
欄

に
つ

い
て

は
、

次
表

よ
り

該
当

す
る

記
号

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

在
　

学
　

す
　

る
　

学
　

校
　

種
　

別
記

号

　
小

学
校

ま
た

は
特

別
支

援
学

校
の

小
学

部
小

　
中

学
校

、
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程

ま
た

は
特

別
支

援
学

校
の

中
学

部
中

　
高

等
学

校
、

中
等

教
育

学
校

の
後

期
課

程
ま

た
は

特
別

支
援

学
校

の
高

等
部

高

　
高

等
専

門
学

校
高

専

　
大

学
（
短

期
大

学
お

よ
び

大
学

院
を

含
む

。
）

大
学

　
専

修
学

校
の

高
等

課
程

専
高

　
専

修
学

校
の

専
門

課
程

専
専

（
注

）
２

　
通

学
別

の
欄

に
つ

い
て

は
、

学
校

種
類

別
の

欄
の

「
小

」
ま

た
は

「
中

」
以

外
の

も
の

を
○

で
囲

ん
だ

者
に

つ
い

て
該

当
す

る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

　
以

前
、

福
井

県
奨

学
生

で
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

学
校

学
校

名
奨

学
生

番
号

　
名

・
奨

学
生

番
号

を
記

入
学

校

　
奨

学
金

の
貸

与
を

希
望

す
る

に
い

た
っ

た
家

庭
事

情
や

、
そ

の
他

特
に

説
明

を
要

す
る

こ
と

を
記

入

学
習

成
績

（
５
段

階
）
の

評
定

平
均

値
．

（
注

）
学

習
成

績
の

評
定

に
つ

い
て

文
書

に
よ

る
記

述
が

可
能

な
場

合
に

は
、

そ
れ

に
従

っ
て

記
述

し
て

く
だ

さ
い

。

　
特

記
す

べ
き

こ
と

を
記

入
所

見
記

入
者

氏
名

こ
の

生
徒

は
、

福
井

県
奨

学
生

と
し

て
推

薦
基

準
に

合
致

し
て

い
る

と
認

め
、

推
薦

し
ま

す
。

年
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

　
日

福
井

県
教

育
委

員
会

　
　

様
学

　
校

　
名

学
校

長
氏

名

学
　

校
　

担
　

当
　

者
　

氏
　

名
　

こ
の

申
込

書
に

記
入

さ
れ

て
い

る
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
福

井
県

の
奨

学
金

業
務

の
た

め
に

の
み

利
用

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
そ

の
他

の
目

的
に

使

用
す

る
こ

と
は

一
切

あ
り
ま

せ
ん

。

　
　

な
お

、
不

採
用

ま
た

は
採

用
取

消
に

な
っ

た
場

合
、

願
書

は
返

却
し

ま
せ

ん
。

3

職
印

（
裏

）

通
学

等
の

状
況

(通
学

奨
学

金
の

貸
付

け
を

申
し

込
む

場
合

）

乗
車

駅
(停

留
所

）
名

福
井

駅

行
っ

て
い

る
兄

へ
の

仕
送

り
が

あ
り
、

生
活

が
大

変
で

す
。

　
私

が
高

校
に

進
学

し
た

こ
と

で
、

教
育

費
が

増
え

ま
し
た

の
で

、
奨

学
金

の
貸

与
を

希
望

し
ま

す
。

月
額

　
6
,0

7
0
円

　
父

は
、

平
成

3
0
年

8
月

に
転

職
し
た

た
め

、
収

入
が

減
り
ま

し
た

。
母

も
家

計
を

助
け

る
た

め
、

パ
ー

ト
で

働
い

て
い

ま
す

が
、

大
学

に

「
通

学
等

の
状

況
」
欄

通
学

奨
学

金
の

貸
付

を
申

し
込

む
場

合
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

対
象

者
は

通
学

に
定

期
券

を
使

用
し

て
お

り
、

月
額

6
,0

0
0
円

以
上

を
負

担
し

て
い

る
人

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
→

提
出

書
類

：
申

込
み

時
点

で
使

用
し

て
い

る
定

期
券

の
写

し

「
利

用
交

通
機

関
名

」
利

用
す

る
交

通
機

関
名

を
具

体
的

に
（
J
R

、
○

○
バ

ス
な

ど
）
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

2
利

用
交

通
機

関
名

J
R

4
下

車
駅

(停
留

所
）
名

武
生

駅

1
定

期
券

の
額

所 　 　 　 　 見家 　 庭 　 事 　 情

★
学

校
が

記
入

「
学

習
成

績
（
５

段
階

）の
評

定
平

均
値

」

１
年

生
：
中

学
校

の
全

教
科

の
評

定
平

均
値

２
年

生
以

上
：
高

校
等

の
前

学
年

ま
で

の
全

教
科

の
評

定
平

均
値

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

「
所

見
」

人
物

、
学

力
、

家
計

等
で

特
記

す
べ

き
こ

と
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

福
井

県
高

等
学

校
等

奨
学

生
推

薦
基

準
に

合
致

し
て

い
る

場
合

は
、

学
校

長
推

薦
の

証
明

を
し

て
く
だ

さ
い

。

「
学

校
担

当
者

氏
名

」
奨

学
金

担
当

者
の

氏
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
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家計について 

【認定所得金額（願書⑱）の算出方法の流れ】 

 

① 所得金額を算定します。 

 

② 所得金額から特別控除額を差し引いて認定所得金額を算出します。 
 

認定所得金額  ＝  所得金額（父母の所得金額合計） － 特別控除額（別表第３） 

        願書⑱            願書⑥              （P16参照）  

 

③ 認定所得金額が収入基準額以下になれば、P1「２ 出願資格」（３）の所得要件を満たして 

いることになります。 
 

認定所得金額 ≦ 収入基準額（別表第１） 

       願書⑱          P15参照 

  

① 所得金額の算定   
 
 所得金額の算定における収入は次のとおりとなります。 
 
  ・父母が共にいる場合は、父母両方の収入の合計 

  ・父母いずれか一方しかいない場合は、当該の父または母のみの収入 

  ・父母とも収入が無収入または極めて少ない場合は、父母に代わって申込者の家計を支えている 

者の収入（２人いれば２人それぞれ。父母の非課税証明書等提出も必要。） 
 

※上記の場合で、他者からの援助等（生活保護等、公的機関からのものも含む）により学生本人の生 

計が維持されている場合には、援助額等も計上してください。 

 

・就業状況により、算定方法が異なります。 

・提出書類である所得に関する証明書は、P5にて確認してください。 

 
 
ア 給与所得者の場合 

 

（ア）源泉徴収票における「支払金額」から１万円未満を切り捨てます。 
 

            ↓ 
  

（イ）収入金額から控除額を算出します。父母双方が給与所得者の場合、主たる家計支持者（収入 

金額の多い方）の収入金額には P15 別表第２の算定式Ａ、従たる家計支持者（収入金額の少ない方）

には P15別表第２の算定式Ｂを適用し、控除額を算出してください。控除額は１万円未満を四捨五

入します。 

※父母の一方のみが給与所得者の場合や、母子・父子家庭の場合は、算定式Ａを適用します。 
 

            ↓ 
 

（ウ）収入金額から控除額を差し引いた額が所得金額となります。共働きの場合は、それぞれの 

所得金額を合算します。 

 

所得金額＝（ 父の源泉徴収票の支払金額－給与所得の場合における控除額（別表第２） ） 

   願書⑥    ＋（ 母の源泉徴収票の支払金額－給与所得の場合における控除額（別表第２） ） 

                                             P15参照 
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（例）：父母双方が給与所得者の場合 
 

父の給与収入：3,986,000円 → ３９８万円 

   母の給与収入：1,613,000円 → １６１万円   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ア） 
 

父の給与収入：３９８万円  ＞  母の給与収入：１６１万円 
          ↑算定式Ａ適用           ↑算定式Ｂ適用 

 

○父給与支払金額 ３９８万円×０．２＋２１４万円＝２９３．６万円 

              算定式Ａ        → 四捨五入して控除金額は２９４万円 

３９８万円 － ２９４万円 ＝ １０４万円  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（イ） 

     給与支払金額      控除金額     ↑○父 所得金額   
 

   ○母給与収入金額 １６１万円×０．４＝６４．４万円 

               算定式Ｂ      → 計算で出た額が６５万未満の場合、算定式Ｂより 

控除金額は６５万円 

           １６１万円 － ６５万円 ＝ ９６万円    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（イ） 
         給与支払金額     控除金額    ↑○母 所得金額 

 

１０４万円 ＋ ９６万円 ＝ ２００万円（父母の所得金額合計） ・・・・・・・・・・（ウ） 

     ○父      ○母      願書⑥ 

 

 

イ 給与所得以外（自営業等）の場合 
 

  「所得（課税）証明書」の所得金額がそのまま所得金額となります。（別表第２の控除は適用されま 

せん。）所得金額がマイナスの場合は０として扱います。 

 

ウ 給与所得または給与所得以外の所得が２つ以上ある場合 
 

    それぞれの所得金額を合算してください。給与所得は、P12～13「ア 給与所得者の場合」と同様に 

所得金額を算出してください。ただし、プラスとマイナスの所得金額を相殺することはできません。 

マイナスの所得は０として扱います。 

 

エ 前年の途中（平成３０年１月以降）または当年（令和元年）新たに就職・転職（開業・転業を含む）している場合 
 
新勤務先の年収見込証明書を提出してください（詳細は P7参照）。給与所得は、P12～13「ア 給与

所得者の場合」と同様に所得金額を算出してください。 

 

オ 申込日現在失業している場合 
 

 前年の収入金額は算入しないでください。ただし、失業給付（受給予定を含む）は、給与所得とし

て算入してください。 

 

カ 傷病手当金、生活保護等を受給している場合 
 

P12～13「ア 給与所得者の場合」と同様に、給与とみなして所得金額を算出してください。通知書 

 等から年間の受給額を推算してください。 
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②③ 認定所得金額の算定 
 
（例）：７人世帯【父（給与所得：３９８万円）、母（給与所得：１６１万円）、祖父、祖母、兄（公立

高校生（自宅通学））、本人（国公立自宅通学）、妹（５歳）】の場合 
 

    兄：別表第３「（２）就学者のいる世帯の特別控除」に該当・・・・・３９万円 

    本人：別表第３「本人対象控除」に該当・・・・・・・・・・・・   ３９万円 

    子が３人：別表第３「備考２：就学者控除の特例」に該当・・・・   ８９万円 

         ※子どもが２人を超える世帯について、その超える人数に申込者本人に係る特別控除額 

に更に５０万円を増額した金額を乗じた額を控除。 

          今回は[（３９＋５０）万円×（３－２）人]＝８９万円 

 

    認定所得金額 ＝ 所得金額 － 特別控除金額 

            ↑①所得金額の算定（P12,13）により算出 
 

＝ ２００万円 －（３９＋３９＋８９万円） 

                    ＝ ３３万円 

 

       ７人世帯の収入基準額は２４６万円（別表第１）なので 
 
     認定所得基準額 ３３万円  ＜  収入基準額 ２４６万円  
                                                    

          所得基準内 
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別表第１ 収入基準額表 

区分 収入基準額 備考 

世 

帯 

人 

数 

１人 103 万円以下  

世帯人員が７人を超え

る場合は、１人増すご

とに１１万円を世帯人

数７人の収入基準額に

加算する。 

２人 165 万円以下 

３人 190 万円以下 

４人 206 万円以下 

５人 221 万円以下 

６人 234 万円以下 

７人 246 万円以下 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２ 給与所得の場合における控除額 

 

給与所得控除額算定式Ａ 

年間収入金額 控除額 

400 万円以下の場合 年間収入金額×0.2＋214 万円 

（ただし、収入金額が 268 万円未満の控除額は収入金額と同額である） 

400 万円を超え 781 万円以下の場合 年間収入金額×0.3＋174 万円 

781 万円を超える場合 408 万円 

※ 収入金額は万円未満を切り捨て、控除額は万円未満を四捨五入する。 

 
 
 
給与所得控除額算定式Ｂ 

年間収入金額 控除額 

65 万円以下 年間収入金額と同額 

65 万円を超え 180 万円以下 年間収入金額×0.4 

     （ただし、控除額が 65 万未満の場合は 65 万円） 

180 万円を超え 360 万円以下 年間収入金額×0.3＋18 万円 

360 万円を超え 660 万円以下 年間収入金額×0.2＋54 万円 

660 万円を超え 1,000 万円以下 年間収入金額×0.1＋120 万円 

1,000 万円を超え 1,500 万円以下 年間収入金額×0.05＋170 万円 

1,500 万円を超える場合 245 万円 
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別表第３ 特別控除額表                             （単位：万円） 

備考１ 控除については、該当する特別の事情が２以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除す 

ることができる。 
 

※1「(1)母子・父子世帯」の控除は下記の世帯構成の場合に適用とする。 

 ・母または父と就学等により経済力のない子の世帯 

    ・母または父と就学等により経済力のない子および 60 歳以上の経済力のない祖父母の世帯 

    ・就学等により経済力のない子および 60 歳以上の祖父母の世帯 

 ・配偶者のない兄弟と就学などにより経済力のない子および 60 歳以上の経済力のない 

祖父母の世帯 

「経済力のない祖父母の世帯」とは、各々の前年の所得金額が 50 万円以下の祖父母のこと 

をいう。 
 

※2「(2)就学者のいる世帯」による控除は、申込者を除く世帯員を対象とする。 
 

※3「(2)就学者のいる世帯」の「大学」には、短期大学・大学院を含む。  

 

区分 特別の事情 特別控除額 

世
帯
対
象
控
除 

(1)母子・父子世帯 ※1 99 

(2)就学者のいる世帯 

（就学者１人につき） 

※2、※3 

小学校  31 

中学校  46 

 自宅通学 自宅外通学 

高等学校 
国･公立 39 69 

私  立 88 118 

高等専門学校 

国・公立 
1～3 年次 39 69 

4･5 年次 43 72 

私 立 
1～3 年次 88 118 

4･5 年次 87 116 

大  学 
国･公立 74 121 

私  立 133 180 

専修学校 

高等課程 
国･公立 39 69 

私  立 88 118 

専門課程 
国･公立 36 81 

私  立 102 147 

(3)障害のある人がいる世帯 障害のある人１人につき 99 

(4)主たる家計支持者が別居

している世帯 

別居のため特別な支出している年間金額 

ただし、71 万円を限度とする 

 

(5)長期に療養を必要とする

人のいる世帯 
療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 

(6)火災・風水害または盗難な

どの被害を受けた世帯 

日常生活を営むために必要な資材または生活費を得るための基本

的な生産手段(田･畑･店舗等)に被害があって、将来長期にわたって

支出増または収入減になると認められる年間金額 

本
人
対
象
控
除 

年間交通費（通学奨学生のみ）  １ヵ月の定期代×１２月 

出願者本人を対象とする控除  自宅通学 自宅外通学 

高等学校 
国･公立 39 69 

私  立 88 118 

高等専門学校 

国・公立 
1～3 年次 39 69 

4･5 年次 43 72 

私 立 
1～3 年次 88 118 

4･5 年次 87 116 

専修学校 高等課程 
国･公立 39 69 

私   立 88 118 
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備考２ 就学者控除の特例 

    子ども（就学者、就学前の子。申込者本人を含む。）が２人を超える世帯について、その超える人数 

    につき申込者本人に係る特別控除額に更に５０万円を増額した金額を乗じた額を控除できる。 
 

※本人（国公立自宅通学…控除額３９万円）で  

（例１）こども２人世帯の場合→[（３９＋５０）万円×（２－２）人]＝ ０万円 

（例２）こども３人世帯の場合→[（３９＋５０）万円×（３－２）人]＝８９万円の控除を更に受けられる 

（参考）所得金額算出例 

 

（例１）：２人世帯（母、本人） 

     母の収入：給与収入（平成３１年４月転職）、児童扶養手当 の場合 
 

→ 提出書類・・・・・・・・・新勤務先の年収見込証明書、児童扶養手当証書の写し 

→「所得の種類」欄・・・・・ 「給与所得、児童扶養手当」と記入 

→「収入・売上金額」欄・・・ 年収見込証明書の「総合計」と児童扶養手当の年額（手当月

額×12）を合計して記入 
 

       例：年収見込額が２４０万、児童扶養手当の年額が２０万の場合 

             ２４０万 ＋ ２０万 ＝ ２６０万円・・・・・・「収入・売上金額」欄に記入 

 

→ 「所得金額」欄・・・・・・給与と児童扶養手当の年額を合計し、所得金額を計算（別表

第２ 算定式Ａ適用） 

                                  ↑母子・父子家庭の場合は算定式Ａを適用 
 

            ２６０万 － ２６０万 ＝ ０円・・・・・・・・「所得金額」欄に記入 

           収入金額       控除額 

                  ↑収入金額が２６８万円以下の控除額は収入金額と同額 

 

（例２）：３人世帯（父、母、本人） 

     父の収入：営業所得、母の収入：給与収入 の場合 
 

     → 提出書類・・・・・・・・・○父令和元年度（平成３０年分）所得（課税）証明書 

○母平成３０年分源泉徴収票の写し または 令和元年度（平

成３０年分）所得（課税）証明書 

     →「所得の種類」欄・・・・・ ○父「営業所得」と記入 

                   ○母「給与所得」と記入 

     →「収入・売上金額」欄・・・ ○父３０年１年間の売上金額を記入 

例：確定申告書の収入金額を記入 

○母源泉徴収票の「支払金額」または所得（課税）証明書の

「給与収入額」を記入 

    →「所得金額」欄・・・・・・・○父所得（課税）証明書における「所得金額」をそのまま記入 

                      ※万円未満は切り捨て 

                      ※所得金額がマイナスの場合は「０」として扱います 
 

○母給与収入額から所得金額を計算（別表第２ 算定式Ａ適

用）  父母の一方のみが給与所得者の場合は算定式Ａを適用↑ 

  

 

 

 


